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１ 

 

 
 
 

衆
議
院
議
員
松
原
仁
君
提
出
社
会
的
割
引
率
の
修
正
に
関
す
る
再
質
問
に
対
す
る
答
弁
書 

一
の
１
、
２
及
び
４
に
つ
い
て 

 
 

「
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
対
策
の
基
本
的
対
処
方
針
」
（
令
和
二
年
三
月
二
十
八
日
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染

症
対
策
本
部
決
定
。
以
下
「
基
本
的
対
処
方
針
」
と
い
う
。
）
に
お
い
て
は
、
「
感
染
拡
大
の
状
況
に
応
じ
」
、
「
患
者
が

増
加
し
重
症
者
等
に
対
す
る
入
院
医
療
の
提
供
に
支
障
を
き
た
す
お
そ
れ
が
あ
る
と
判
断
す
る
都
道
府
県
で
は
、
厚
生
労
働

省
に
相
談
の
上
、
重
症
者
等
に
対
す
る
医
療
提
供
に
重
点
を
移
す
観
点
か
ら
、
入
院
治
療
が
必
要
な
い
軽
症
者
等
は
自
宅
療

養
と
し
」
、
「
自
宅
療
養
と
す
る
際
、
家
族
構
成
等
か
ら
高
齢
者
や
基
礎
疾
患
を
有
す
る
者
等
へ
の
感
染
の
お
そ
れ
が
あ
る

場
合
に
は
、
・
・
・
軽
症
者
が
宿
泊
施
設
等
で
の
療
養
を
行
う
こ
と
や
、
同
居
家
族
が
一
時
的
に
別
の
場
所
に
滞
在
す
る
こ

と
等
、
家
族
内
感
染
の
リ
ス
ク
を
下
げ
る
た
め
の
取
組
を
講
じ
る
こ
と
」
と
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。 

 
 

ま
た
、
現
在
、
国
内
外
を
問
わ
ず
旅
行
の
取
り
や
め
や
予
約
控
え
が
生
じ
、
宿
泊
業
等
に
甚
大
な
影
響
が
出
て
い
る
も
の

と
認
識
し
て
お
り
、
当
面
は
、
感
染
拡
大
防
止
の
徹
底
に
加
え
て
、
雇
用
の
維
持
と
事
業
の
継
続
を
最
優
先
に
全
力
を
挙
げ

て
取
り
組
ん
で
い
る
と
こ
ろ
、
今
後
も
、
機
動
的
に
、
必
要
か
つ
十
分
な
対
策
を
躊
躇

ち
ゅ
う
ち
ょ

な
く
行
っ
て
い
く
。 

一
の
３
に
つ
い
て 



 

２ 

 

 
 

平
成
二
十
七
年
度
及
び
平
成
二
十
八
年
度
税
制
改
正
の
成
長
志
向
の
法
人
税
改
革
に
お
い
て
は
、
法
人
税
の
欠
損
金
繰
越

控
除
の
控
除
限
度
額
の
引
下
げ
を
含
め
た
課
税
ベ
ー
ス
の
拡
大
等
と
法
人
実
効
税
率
の
引
下
げ
を
行
っ
た
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、

こ
れ
は
、
法
人
課
税
を
よ
り
広
く
負
担
を
分
か
ち
合
う
構
造
へ
と
改
革
し
、
稼
ぐ
力
の
あ
る
企
業
等
の
税
負
担
を
軽
減
す
る

こ
と
に
よ
り
、
企
業
に
対
し
て
、
収
益
力
拡
大
に
向
け
た
前
向
き
な
投
資
や
、
継
続
的
・
積
極
的
な
賃
上
げ
が
可
能
な
体
質

へ
の
転
換
を
促
す
も
の
で
あ
る
と
考
え
て
い
る
。
な
お
、
中
小
法
人
等
に
つ
い
て
は
、
引
き
続
き
、
所
得
の
金
額
を
控
除
限

度
額
と
し
て
い
る
。 

 
 

い
ず
れ
に
せ
よ
、
基
本
的
対
処
方
針
を
踏
ま
え
、
今
後
も
、
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
に
よ
る
内
外
経
済
や
国
民
生

活
へ
の
影
響
を
注
意
深
く
見
極
め
な
が
ら
、
機
動
的
に
、
必
要
か
つ
十
分
な
経
済
財
政
政
策
を
躊
躇
な
く
行
う
こ
と
と
し
、

日
本
経
済
を
確
か
な
成
長
軌
道
へ
と
戻
す
た
め
の
思
い
切
っ
た
措
置
を
講
じ
て
い
く
。 

二
に
つ
い
て 

 
 

公
共
事
業
評
価
の
費
用
便
益
分
析
に
お
い
て
用
い
ら
れ
る
社
会
的
割
引
率
の
見
直
し
に
つ
い
て
は
、
安
倍
内
閣
総
理
大
臣

が
令
和
二
年
三
月
二
十
八
日
に
取
り
ま
と
め
を
指
示
し
た
緊
急
経
済
対
策
と
し
て
行
う
べ
き
も
の
で
は
な
い
と
考
え
て
い
る
。 

三
の
１
に
つ
い
て 



 

３ 

 

 
 

お
尋
ね
の
趣
旨
が
必
ず
し
も
明
ら
か
で
は
な
い
が
、
例
え
ば
、
「
経
済
財
政
運
営
と
改
革
の
基
本
方
針
二
〇
一
九
」
（
令

和
元
年
六
月
二
十
一
日
閣
議
決
定
）
に
お
い
て
は
、
「
こ
の
新
し
い
時
代
に
、
人
口
減
少
や
少
子
高
齢
化
が
進
行
す
る
中
に

あ
っ
て
も
、
直
面
す
る
様
々
な
課
題
を
克
服
し
、
さ
ら
に
は
ピ
ン
チ
を
チ
ャ
ン
ス
に
変
え
て
い
く
。
そ
の
大
き
な
パ
ラ
ダ
イ

ム
シ
フ
ト
の
鍵
と
な
る
の
が
、
デ
ジ
タ
ル
化
を
原
動
力
と
し
た
「
Ｓ
ｏ
ｃ
ｉ
ｅ
ｔ
ｙ 

５
．
０
」
の
実
現
で
あ
る
。
Ｓ
ｏ
ｃ

ｉ
ｅ
ｔ
ｙ 

５
．
０
の
実
現
は
、
経
済
社
会
の
構
造
改
革
そ
の
も
の
で
あ
り
、
第
四
次
産
業
革
命
の
先
端
技
術
を
社
会
実
装

し
、
よ
り
高
度
な
経
済
、
よ
り
便
利
で
豊
か
な
生
活
を
体
現
す
る
一
方
、
課
題
先
進
国
と
し
て
課
題
解
決
の
モ
デ
ル
を
提
供

し
、
世
界
を
リ
ー
ド
し
て
い
く
。
そ
の
中
で
、
人
生
一
〇
〇
年
時
代
の
到
来
を
見
据
え
、
一
人
一
人
が
能
力
を
高
め
、
誰
も

が
い
く
つ
に
な
っ
て
も
活
躍
で
き
る
社
会
を
構
築
し
て
い
く
」
こ
と
と
し
て
い
る
。 

三
の
２
に
つ
い
て 

 
 

御
指
摘
の
よ
う
な
施
策
に
つ
い
て
は
、
現
時
点
で
検
討
を
行
う
予
定
は
な
い
。 

三
の
３
に
つ
い
て 

 
 

御
指
摘
の
「
新
事
業
創
出
特
区
」
及
び
「
戦
略
的
集
中
投
資
対
象
分
野
に
対
す
る
規
制
を
大
規
模
に
緩
和
」
の
具
体
的
に

意
味
す
る
と
こ
ろ
が
明
ら
か
で
は
な
い
た
め
、
お
答
え
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
。 


